
令和４年第１１回大山町教育委員会 
 

招集年月日       令和４年１０月２６日（水）  午前９時３０分 

招 集 場 所       名和公民館 第１会議室 

出 席 委 員 

１番   山本健一 ２番  向陽寛孝 ３番  山洋美 

４番  池嶋順子 

 
その他の出席者 
 

日    程 

 

  １．開会宣言（午前  時  分）  
 
２．議事日程の報告 

 

日程第 １ 会議時間の決定   自 午前  時  分  至 午前  時  分 

 

 

日程第 ２ 教育長報告並びに連絡事項 

 

 

   日程第 ３ 議案第 １ 号 大山町保育所条例の一部を改正する条例について 

 

 

   日程第 ４ 議案第 ２ 号 大山町学校評価実施要領の一部を改正する要領について 
 

 

 

 ３．その他 

 

 

 

 

 

 

４．次回の開催日程   令和４年１１月  日（  ）  午    時   分 

 

 

５．閉会宣言（午前  時  分） 



曜日 件　　　　　　　　　　名

9 月 27 日 火 大山町総合文化祭実行委員会、西部町村就学支援委員会

28 日 水 大山町議会本会議閉会（質疑・討論・採決）

30 日 金 西伯郡教育長会

10 月 1 日 土 ねんりんピックプレ大会愛媛視察（～3日）

4 日 火 大山保育所秋見つけ、高校生朝のあいさつ運動（～5日）

6 日 木 巣箱コンクール審査会、西部町村就学支援協議会

7 日 金 大山小計画訪問、町校長会、名和中観光ポスタープレゼン

8 日 土 町民体力テスト（名和トレセン）

11 日 火 大山中学校計画訪問、郡スポーツ協会常任理事会

12 日 水 社会教育委員協議会、公民館運営審議会

13 日 木 学校経営ビジョン聞き取り

14 日 金 大山保育所元谷ハイキング、管理職会

15 日 土 名和小学習発表会

17 日 月 議会臨時会

18 日 火 大山小1年秋見つけ、中学校理科研修会

20 日 木 町村教育長会研修会（～21日）

22 日 土 大山町総合文化祭（～23日）、名和小星空観察会

25 日 火 中高児童館星空観察会

26 日 水 定例教育委員会、西伯郡教育長会

29 日 土 大山西小学習発表会、大山小学習発表会、中山小学習発表会

１１ 月 3 日 木 町内各中学校文化祭

4 日 金 大山保育所古道ウォーク

9 日 水 中山小計画訪問

10 日 木 町校長会

11 日 金 大山西小計画訪問

報　　告　　事　　項

月 日

今　後　の　予　定



 

議案第１号 

 

大山町保育所条例の一部を改正する条例について 

 

大山町保育所条例の一部を改正する条例を、令和４年１２月大山町議会定例会に次のとおり提

出することについて、承認を求める。 

 

令和４年１０月２６日 

 

大山町教育委員会教育長  鷲見 寛幸 

 

大山町保育所条例の一部を改正する条例 

 

大山町保育所条例（平成17年大山町条例第104号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

名称 位置 

中山みどりの森保育園 大山町赤坂767番地2 

名和さくらの丘保育園 大山町名和637番地 

大山保育所 大山町今在家730番地3 

大山きゃらぼく保育園 大山町末長488番地1 
 

名称 位置 

中山みどりの森保育園 大山町赤坂767番地2 

名和さくらの丘保育園 大山町名和637番地 

庄内保育所 大山町押平741番地2 

大山保育所 大山町今在家730番地3 

大山きゃらぼく保育園 大山町末長488番地1 
 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第２号 

 

 

大山町学校評価実施要領の一部を改正する要領について 

 

大山町学校評価実施要領の一部を改正する要領について、次のとおり承認を求める。 

 

 

  令和４年１０月２６日 

 

大山町教育委員会教育長  鷲見 寛幸 

 

 

   大山町学校評価実施要領の一部を改正する要領 

 

 大山町学校評価実施要領の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細目（以下「移動号等」と

いう。）に対応する同表改正後の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細目（以下「移

動後号等」という。）が存在する場合は、当該移動号等を当該移動後号等に改め、移動号等に対応する移

動後号等が存在しない場合は、当該移動号等を削り、移動後号等に対応する移動号等が存在しない場合

は、当該移動後号等を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示並びに別表及び様式の表示を除く。以下「改正

部分」という。）を当該改正部分に対応する同表改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示並びに別表

及び様式の表示を除く。）に改める。 

 次の表の改正前の欄中別表及び様式の表示に下線が引かれた別表及び様式（以下「移動別表等」とい

う。）を当該移動別表等に対応する同表改正後の欄中別表及び様式の表示に下線が引かれた別表及び様

式に改める。 

 

改正後 改正前 

3 学校評価の種類 3 学校評価の種類 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 保護者、地域住民等の学校関係者などに

より構成された学校運営協議会等が、自己

評価の結果について評価することを基本と

して行う評価（以下「学校関係者評価」とい

う。） 

 

(2) 保護者、地域住民等の学校関係者などに

より構成された評価委員会等が、自己評価

の結果について評価することを基本として

行う評価（以下「学校関係者評価」という。） 



6 学校関係者評価 6 学校関係者評価 

(1) （略） (1) （略） 

（削る） (2) 学校関係者評価委員会の設置 

 ア 学校は、学校関係者などにより構成さ

れる評価委員会（以下「学校関係者評価委

員会」という。）を設置する。 

 イ 学校関係者評価委員会の構成員は、当

該学校の教職員以外の者で、保護者、地域

住民、地元企業関係者、青少年健全育成団

体関係者、学識経験者、他校種の教職員等

から学校において適切に定め、校長が委

嘱する。 

(2) 学校関係者評価の実施 (3) 学校関係者評価の実施 

ア 学校は、学校関係者などにより構成さ

れる学校運営協議会において、毎年度１

回以上、学校の運営状況について評価を

実施するものとする。 

（新設） 

イ （略） ア （略） 

ウ 学校運営協議会は、評価を行うに先立

ち、授業や学校行事の参観、施設・設備の

観察、校長など教職員との意見交換を行

い、学校の状況について共通理解を深め

る。 

イ 学校関係者評価委員会は、評価を行う

に先立ち、授業や学校行事の参観、施設・

設備の観察、校長など教職員との意見交

換を行い、学校の状況について共通理解

を深める。 

エ 学校運営協議会は、各種の資料の検証

や学校の諸活動の観察等を通じて、学校

が行った自己評価の結果及び今後の改善

方策について評価する。 

ウ 学校関係者評価委員会は、各種の資料

の検証や学校の諸活動の観察等を通じ

て、学校が行った自己評価の結果及び今

後の改善方策について評価する。 

(3) 学校関係者評価の結果の報告書の作成 (4) 学校関係者評価の結果の報告書の作成 

学校運営協議会は、学校の自己評価に対す

る所見及び学校教育の改善に向けた提言等を

報告書（様式３）にとりまとめ、校長に提出す

る。 

学校関係者評価委員会は、学校の自己評価

に対する所見及び学校教育の改善に向けた提

言等を報告書（様式３）にとりまとめ、校長に

提出する。 

別表 1（実施要領４関係） 別表 1（実施要領４関係） 

 別紙 1 改正後  別紙 1 改正前 

様式 3 様式 3 

 別紙 2 改正後  別紙 2 改正前 

   附 則 

 この要領は、令和 4 年 11 月 1 日から施行する。 

 



別表１（実施要領４関係） 

時期 学  校 備  考 

3 月 

～ 

5 月 

○自己評価結果及び教育活動の改善方策を

もとに、「学校教育目標」「学校経営方針」

「重点目標」「年間評価計画」「評価項目」

等の決定 

○第１回学校運営協議会の開催 

 

5 月 

～ 

6 月 

○上記事項の公表（ホームページ等） 

○学校経営書の作成、提出 

○町教委学校訪問 

○評価育成の目標面談 

7 月 

～ 

9 月 

○第２回学校運営協議会の開催 

○中間評価の実施 

○「重点目標」「評価項目」等の見直し 

○評価育成の中間面談 

10 月 

～12 月 

○第３回学校運営協議会の開催  

1 月 

～ 

3 月 

○自己評価の実施 

○第４回学校運営協議会の開催 

○学校関係者評価の実施、報告書作成 

○自己評価結果を踏まえた改善方策の策定 

○自己評価結果の公表（ホームページ等） 

○学校評価報告書の作成、提出 

○学校自己評価報告書 

 ・報告書 

 ・自己評価表 

 ・学校関係者評価報告書 

 ・アンケート結果等 

 ・中間評価結果 

※学校運営協議会は、毎年度４回程度開催し、そのうち１回以上は学校の運営状況について 

評価を行うものとする。 

 

 

 

別表１（実施要領４関係） 

時期 学  校 備  考 

3 月 

～ 

4 月 

○自己評価結果及び教育活動の改善方策を

もとに、「学校教育目標」「学校経営方針」

「重点目標」「年間評価計画」「評価項目」

等の決定 

 

5 月 

～ 

6 月 

○上記事項の公表（ホームページ等） 

○学校経営書の作成、提出 

○学校関係者評価委員会の設置 

○第１回学校関係者評価委員会の開催 

○町教委学校訪問 

○評価育成の目標面談 

9 月 

～ 

10 月 

○中間評価の実施 

○「重点目標」「評価項目」等の見直し 

○第２回学校関係者評価委員会の開催 

○評価育成の中間面談 

1 月 

～ 

3 月 

○自己評価の実施 

○第３回学校関係者評価委員会の開催 

○学校関係者評価の実施、報告書作成 

○自己評価結果を踏まえた改善方策の策定 

○自己評価結果の公表（ホームページ等） 

○学校評価報告書の作成、提出 

○学校自己評価報告書 

 ・報告書 

 ・自己評価表 

 ・学校関係者評価報告書 

 ・アンケート結果等 

 ・中間評価結果 

別紙 1 改正後 

別紙 1 改正前 



様式３ 

 

学校関係者評価報告書 

 

  年  月  日 

 

 ○○学校長 様 

 

  学校関係者評価の結果について、以下のとおり報告します。 

 

 

              ○○○学校運営協議会     

                      会長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

会議開催日 

 

第１回       年  月  日（ ） 

第２回       年  月  日（ ） 

第３回       年  月  日（ ） 

第４回       年  月  日（ ） 

評

価

事

項 

 

所

見 

 

改

善

の

提

言 

 

  ※Ａ４用紙で２枚程度にまとめてください。 

 

 

別紙 2 改正後 



様式３ 

 

学校関係者評価報告書 

 

平成  年  月  日 

 

 ○○学校長 様 

 

  学校関係者評価の結果について、以下のとおり報告します。 

 

 

                      ○○○学校関係者評価委員会 

                       代表 ○ ○ ○ ○ 

 

 

会議開催日 

 

第１回   平成  年  月  日（ ） 

第２回   平成  年  月  日（ ） 

第３回   平成  年  月  日（ ） 

評

価

事

項 

 

 

 

所

見 

 

 

改

善

の

提

言 

 

 

  ※Ａ４用紙で２枚程度にまとめてください。 

別紙 2 改正前 


